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１．  ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本サービ

ス」という）を提供します。 

 

２．  サービスの概要 

 本サービスは甲が管理するネットワークに接続されたエンドユーザ端末について、既知の脅威対策、未知の脅威対策、侵入後の調査・対処等を実現

するエンドポイントセキュリティサービスです。 なお、本サービスは、セキュリティリスクに繋がるすべての事象から甲を完全に保護するものでは

ありません。本サービスには、基本サービスの利用を前提としたオプションサービスが存在します。なお、当該基本サービスが終了した場合には、オ

プションサービスは同時に終了するものとします。 
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  ｜ 

  ├─ 基本サービス 

  └─ オプションサービス 
  

３．  サービス実施の前提条件 

（１）  甲は、本サービスを利用するにあたり、トレンドマイクロ株式会社（以下「トレンドマイクロ社」という）が別途定めるトレンドマイクロ

製品使用許諾契約 使用許諾契約書、トレンドマイクロ クラウドサービス 利用規約（以下「ＥＵＬＡ」という）およびプライバシーと

個人データの収集に関する規定に同意し、これを遵守するものとします。なお、最新版のＥＵＬＡおよびプライバシーと個人データの収集

に関する規定については、以下のＵＲＬにアクセスすることにより閲覧することができます。 

 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｒｅｎｄｍｉｃｒｏ．ｃｏｍ／ｊａ＿ｊｐ／ａｂｏｕｔ／ｌｅｇａｌ／ｅｕｌａ．ｈｔｍｌ 

（２）  本サービスのサポート対応ＯＳは、以下のＵＲＬに記載のシステム要件のうち、ＷｉｎｄｏｗｓＯＳのみとします。 

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｒｅｎｄｍｉｃｒｏ．ｃｏｍ／ｊａ＿ｊｐ／ｂｕｓｉｎｅｓｓ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｕｓｅｒ－ｐｒｏｔｅｃ

ｔｉｏｎ／ｓｐｓ／ｅｎｄｐｏｉｎｔ．ｈｔｍｌ 

（３）  本サービスにおいて乙が提供する機能（以下「提供機能」という）は別途乙が提示する「ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキ

ュリティサービス ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ Ａｐｅｘ Ｏｎｅ ＳａａＳ サービス詳細説明書」（以下「サービス詳細説明書」という）

にて定めるものとします。また、甲は、本サービスの実施期間中に提供機能およびサービス詳細説明書の内容が変更される場合があること、

および、変更後のサービス詳細説明書の内容が提供機能となることを了承するものとします。なお、提供機能の変更により甲における操作

性に変更が生じたとしても、甲は、乙に対してなんら異議を唱えないものとします。 

（４）  甲は、乙が本サービスを実施する前提として、本サービスの利用に必要なすべての機器（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器

等を含みますが、これに限らず総称して「甲端末環境」という）を甲の責任と費用負担で準備したうえで、トレンドマイクロ社のサービス

環境（以下「トレンドマイクロサービス環境」という）と接続し、エージェントのダウンロード、端末へのインストール、設定等を行うも

のとします。なお、甲は、乙に通知した基本サービスの利用数（以下「基本サービス数」という）およびオプションサービスの利用数（以

下「オプションサービス数」という）を超えて端末にエージェントをインストールしてはならないものとします。 

（５）  甲は、端末へのエージェントのインストールおよび甲端末環境での使用を、自らの責任において行うものとします。乙は、エージェントを

インストール・使用することにより生じた甲端末環境における障害に対して、何ら責任を負わないものとします。 

（６）  甲は、本サービスに関する甲の窓口として権限を有する管理者（以下「甲管理者」という）を選定し、乙に通知するものとします。なお、

甲管理者に変更があった場合も同様とします。 

（７）  甲は、サービス詳細説明書の内容について あらかじめ確認するものとします。 

（８）  甲は次の各号に定める条件にあらかじめ同意し、これを遵守するものとします。 
a. 本サービスを甲自身の業務のためにのみ利用し、第三者の利用の目的やその他の目的に利用しないこと。 
b. 本サービスについて適用される運用条件、ポリシーおよび手順（以下総称して「運用条件等」という）に従うこと。なお、運用条件等は本

別表で定めるまたは本別表が参照する情報、サービス詳細説明書に記載の情報、本サービスを利用するために乙が甲に限定して開示するウ
ェブページ（以下「サービスポータル」という）、および乙がＥ－ｍａｉｌ等で甲に通知する情報を含みます。 

（９）  甲は日本国内の法人であるものとします。 

（１０）  本サービスの提供区域は全世界とします。甲は、本サービスを利用する国または地域で適用される法律に従うものとします。 

（１１）  甲は、乙が指定する書面（以下「サービス申請書」という）に必要事項を記入し、乙に交付するものとします。 

（１２）  乙は、甲が本サービスを利用することにより、乙が甲のために準備するハードウェアやソフトウェアから構成されるシステム（以下総称

して「乙サービス環境」という）に保存されるデータ（以下「甲データ」という）について、本サービスを実施するために必要な範囲で閲

覧することができるものとします。また、乙は法令により第三者への甲データの開示を要請された場合、当該要請にかかる範囲内で甲デー

タを第三者に開示することができるものとします。 

 
４．  サービスの内容 

（１）  基本サービス 
乙は、基本サービス数分の端末を対象として、Ａｐｅｘ Ｏｎｅ ＳａａＳのライセンスを付与します。また、乙はサービス詳細説明書記
載の基本サービスを提供します。なお、基本サービスごとに甲が利用可能な端末数は、以下に定めるとおりとします。 
 

基本サービス 利用料（２５０ＩＤ～４９９ＩＤ） 端末数２５０以上５００未満 

基本サービス 利用料（５００ＩＤ～９９９ＩＤ） 端末数５００以上１０００未満 

基本サービス 利用料（１０００ＩＤ～１９９９ＩＤ） 端末数１０００以上２０００未満 

基本サービス 利用料（２０００ＩＤ～４９９９ＩＤ） 端末数２０００以上５０００未満 

基本サービス 利用料（５０００ＩＤ～９９９９ＩＤ） 端末数５０００以上１００００未満 

基本サービス 利用料（１００００ＩＤ～１９９９９ＩＤ） 端末数１００００以上２００００未満 

基本サービス 利用料（２００００ＩＤ～４９９９９ＩＤ） 端末数２００００以上５００００未満 

基本サービス 利用料（５００００ＩＤ～） 端末数５００００以上 

 
（２）  オプションサービス 

乙は、オプションサービス数分の端末を対象として、甲に対してＸＤＲ：Ｅｎｄｐｏｉｎｔ ａｎｄ Ｓｅｒｖｅｒライセンスの機能を利
用できるＣｒｅｄｉｔｓを付与します。また、乙はサービス詳細説明書記載のオプションサービスを提供します。なお、オプションサービ
スごとに甲が利用可能な端末数は、以下に定めるとおりとします。 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（２５０ＩＤ～４９９ＩＤ） 端末数２５０以上５００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（５００ＩＤ～９９９ＩＤ） 端末数５００以上１０００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（１０００ＩＤ～１９９９ＩＤ） 端末数１０００以上２０００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（２０００ＩＤ～４９９９ＩＤ） 端末数２０００以上５０００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（５０００ＩＤ～９９９９ＩＤ） 端末数５０００以上１００００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（１００００ＩＤ～１９９９９ＩＤ） 端末数１００００以上２００００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（２００００ＩＤ～４９９９９ＩＤ） 端末数２００００以上５００００未満 

ＸＤＲオプションサービス 利用料（５００００ＩＤ～） 端末数５００００以上 

 



 
 
 

５．  サービスの料金月、利用数および契約金額 

（１）  本サービスの料金月は、毎月１日から末日までとします。 

（２）  基本サービスの最少契約数は２５０ＩＤとします。甲は、基本サービス数の追加または減少を希望する場合、乙所定の方法により乙に対し

変更を希望する月の初日の３０営業日前までに追加または減少の数を通知するものとします。なお、甲は、サービス実施期間中、第４項に

おいて定める基本サービスごとの最少端末数を下回って基本サービス数を減少させることはできないものとし、下回る場合は、本契約を解

除し、下位の端末数の基本サービスに契約変更するものとします。また、第４項において定める基本サービスごとの最大端末数を上回る場

合であっても、乙は甲の申し出のない限り、利用中の基本サービスを継続するものとします。乙は、甲からの申し出があった場合に限り、

契約変更のうえ、上位の端末数の基本サービスを提供するものとします。 

（３）  甲がオプションサービスを契約している場合、オプションサービスについても前号の規定が準用されるものとします。 

（４）  各料金月における従量払契約金額は、以下のとおりとします。 

a. ネットワークサービス利用規約第８条第２条第（３）号にかかわらず、基本サービス数およびオプションサービス数分の従量払契約金額は、

毎料金月の初日に発生するものとし、当該従量払契約金額は甲が乙に通知した基本サービス数およびオプションサービス数に明細表記載の

単価を乗じた金額とします。なお、実際に甲が利用した数が乙に通知した基本サービス数に満たない場合であっても、乙に通知した基本サ

ービス数およびオプションサービス数分だけ当該サービスの利用があったとみなすものとします。 

b. 基本サービス数およびオプションサービス数を超過する利用に関する従量払契約金額は、当該利用が生じた時点で発生するものとし、甲は

当該超過利用についてすみやかに乙に申告するものとします。乙は、当該申告またはトレンドマイクロ社からの甲の利用実績の通知に基づ

き、超過利用に関する従量払契約金額について、超過利用が生じたことが判明した翌料金月に当月分の従量払契約金額と合わせて請求する

ものとし、甲は、乙所定の方法および期日までに支払うものとします。 

（５）  乙は、トレンドマイクロ社によるＡｐｅｘ Ｏｎｅ ＳａａＳおよびＸＤＲ：Ｅｎｄｐｏｉｎｔ ａｎｄ Ｓｅｒｖｅｒ（以下総称して

「トレンドマイクロサービス」という）の価格変更等の事情により本サービスの料金の見直しを実施することができます。乙は、本サービ

スの価格変更を実施する場合、変更の生じる３カ月前までに（以下「価格変更日」という）、変更後の価格を甲に通知するものとし、甲は、

価格変更日以降の契約期間満了後に契約を更新したい場合、変更後の価格が適用になることに合意し、契約変更を実施するものとします。 

 
６．  サービスに関する問い合わせ 

乙は、本サービスの実施期間中、本サービスの仕様および操作方法、障害（動作異常、不具合等）に関する質問または相談を、甲管理者を窓口とし
て、Ｅ－ｍａｉｌで受け付けるものとします。なお、Ｅ－ｍａｉｌによる問い合わせの受付時間帯は、２４時間３６５日（回答は乙営業日の９時～１
７時）とします。また、甲が、オプションサービスにより付与されたＣｒｅｄｉｔｓをＸＤＲ：Ｅｎｄｐｏｉｎｔ ａｎｄ Ｓｅｒｖｅｒ以外のトレ
ンドマイクロ社が提供する製品に割り当てた場合、当該製品にかかる質問または相談は、問い合わせの対象外とします。 

 
７．  甲の協力義務 

（１）  甲は、本サービスを利用するためのＩＤ、パスワードまたはメールアドレス等の使用および管理について責任を負うものとします。これら
が第三者に使用されたことにより甲に生じた損害については、乙は何ら責任を負わないものとします。また、ＩＤおよびパスワードの使用お
よび管理により発生した利用料金については、すべて甲の負担とします。 

（２）  甲は、甲端末環境の保守を甲の責任と費用負担にて行い、当該甲端末環境を維持するものとします。 
（３）  甲は、端末にインストールされているエージェントの数を定期的に把握し、利用状態について管理するものとします。乙は、甲によるエー

ジェントの利用状況と契約数が一致していないと合理的に疑われた場合、甲に利用実態に関する調査の実施および調査結果の報告、または第
三者による監査を求めることができるものとします。甲は当該調査および監査要求について、自らの責任と費用負担ですみやかに対応するも
のとします。 

 
８．  本サービスの実施期間 
 ネットワークサービス利用規約第７条にかかわらず、本サービスの実施開始日はサービス開通通知に記載するものとします。また、本サービスの実
施期間はサービス開始日から１か月とし、解約希望日の４０営業日前までに乙いずれからも書面による別段の意思表示のないときは、引き続き同一条
件をもって、実施期間はさらに１か月間自動的に延長されるものとし、以降もまた同様とします。また、甲は、解約日の４０営業日前までに乙所定の
書面で通知することにより、本契約の全部または一部を解約することができるものとします。 
 
９．  本サービスの廃止 
 本サービスに関する乙とトレンドマイクロ社間の契約もしくは甲とトレンドマイクロ社間のＥＵＬＡが理由の如何を問わず終了した場合またはトレ
ンドマイクロ社がトレンドマイクロサービスの提供終了を決定した場合、乙は、本サービスの実施期間中であっても甲に対して損害賠償義務を負うこ
となく、本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。なお、甲はＥＵＬＡが終了する場合には事前に乙所定の方法により乙に
通知するものとします。 
 
１０．  安全保障輸出管理 
 ネットワークサービス利用規約第２４条の定めに加え、甲は、本サービスの利用について適用されるすべての技術管理または輸出関連の法律および
規制を遵守する責任があるものとします。甲は、米国の輸出管理法、規則および関連命令等を含め、適用される法律または規則に違反して、本サービ
スへのアクセスまたはその利用に関連して乙から入手する技術データおよび当該データが組み込まれたソフトウェア等の製品を、輸出の時点で政府ま
たは政府機関が輸出許可またはその他の政府承認を要求する国に対して、当該許可または承認を取得せずに輸出してはならないものとします 。 
 
１１．  免責事項 

（１）乙は、ネットワークサービス利用規約第１９条にかかわらず、トレンドマイクロサービスの提供、サービス内容、その他条件について一切保
証せず、また、甲がトレンドマイクロサービスを使用したことまたは使用できなかったことに伴う損害に関する賠償責任を含めトレンドマイク
ロサービスに関して一切の責任を負わないものとします。 

（２）本サービスに関し、以下の各事由は乙の責に帰すべからざる事由（ただし、これに限らない）であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じた
損害についてはいかなる法律上の義務も負わないものとします。 
a. 甲端末環境のトラブルおよび甲端末環境に起因するトラブル 
b. 本サービスを実施するために必要な回線、通信設備等に関し、他の電気通信事業者の責に帰すべき事由によるトラブル 
c. 甲が本契約（ネットワークサービス利用規約、本別表、サービス詳細説明書等を含む）に定める義務を順守しないことに起因するトラブル 
d. 甲が本サービスを利用することにより第三者との間で生じたトラブル 
e. 甲が第３項の条件を満たさないことに起因して本サービスの提供ができない場合、または中断した場合 
f. ネットワークサービス利用規約第２６条に定める本サービスの提供の中断を行った場合 
 

（３）乙は、本サービスの実施により、甲が有するセキュリティ上の課題を解決・改善されることを保証されないものとします。 
（４）乙は、本サービスの過程で提供される通知および情報提供の内容について、正確性、最新性、網羅性、特定目的への適合性を含め、甲に対し

て何ら保証せず、また甲が当該情報を使用したことにより甲または第三者に生じた損害についてなんら責任を負わないものとします。 
（５）甲は、オプションサービスにより付与されたＣｒｅｄｉｔｓをＸＤＲ：Ｅｎｄｐｏｉｎｔ ａｎｄ Ｓｅｒｖｅｒ以外のトレンドマイクロ社

が提供する製品に割り当てる場合、自己の責任において当該製品を利用するものとし、乙は、甲の当該製品の利用について一切責任を負わない
ものとします。 

 

１２．  サービスの提供時間 

本サービスのうちトレンドマイクロサービスの提供時間帯は２４時間３６５日とします。 

 

１３．  サービスの停止 
（１）乙は、次のいずれか一つの事由に該当したとき、事前の通知なく、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。ま



た、当該事由が十分且つ直ちに解消されない場合、乙は書面による通知により、直ちに本サービス契約の全部または一部を解約できるものとし
ます。なお、乙は本項に起因して甲に生じた損害についてはいかなる法律上の義務も負わないものとします。また、基本実施期間満了前に、乙
が本項により本サービス契約を解約する場合、甲は従量払契約金額の２カ月分に相当する金額を中途解約料金として直ちに乙に支払うものとし
ます。ただし、サービス実施期間満了時はこの限りでないものとします。 
a. 甲または利用者による本サービスの利用により本サービスもしくは第三者にセキュリティリスクを生じさせる場合 
b. 甲による本サービスの利用が詐欺的である場合 
c. 本サービスの利用が乙もしくはそのグループ会社に何らかの責任を生じさせる場合 
d. 甲または第三者が、支払義務の不履行があった場合、その他、本サービス契約（ネットワークサービス利用規約、本別表、サービス詳細説

明書等を含む）の定めに一つでも違反した場合 
e. 甲が、通常業務を停止したとき、もしくは停止する見込みがある、または、破産、清算、解散、その他同様の手続きにかかる場合（当該状

況について乙が認める形で解消されるまで） 
（２）本サービスの実施期間において、前号またはその他の理由による利用停止等により、甲が本サービスを利用することができない状態が生じた

ときの料金の支払は、当該利用停止等が、乙の故意または重大な過失に基づくものでない限り、甲が引き続きその義務を負うものとします。 
 
１４．  本サービスに対する乙の責任 

（１）  トレンドマイクロサービスを除く本サービスの利用不能、その他本サービスに関して乙が甲に対して負う損害賠償責任は、「ネットワーク
サービス利用規約」第１９条の定めが全てであり、乙はネットワークサービス利用規約第１９条に定める責任のほかは何ら責任を負わない
ものとします。 

（２）  乙は、トレンドマイクロサービスの提供に関して、ＥＵＬＡに別段の定めがある場合を除き、いかなる保証も行わず、またトレンドマイク
ロ社の故意または重大な過失に帰すべき理由により、トレンドマイクロ社のクラウドサービスが全く利用できない状態にある場合であって
も、乙は、一切責任を負わないものとします。なお、甲は、ＥＵＬＡにもとづきトレンドマイクロ社に保証または賠償を求める場合、すみ
やかに乙に通知するものとし、乙は当該通知を受けトレンドマイクロ社に対して保証または賠償の要求を実施するものとします。 

（３）  本サービスの利用不能、不具合、その他乙による債務不履行があったとしても、既に発生した甲の支払義務が免除または軽減されることは
なく、甲は本サービスの利用不能、不具合、その他乙による債務不履行が生じたことを理由として弁済を拒否または留保等してはならない
ものとします。 

 
１５．  不可抗力 
 甲および乙は、本サービス契約に基づく金銭債務以外の義務の履行遅延または履行不能につき、当該遅延または不履行が自己の合理的な支配の及ば
ない原因によるものである場合には、損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとします。当該原因には、第三者による攻撃および違法行為、また
は自然災害、戦争、暴動、紛争、テロ行為、労働争議その他の産業騒乱、封鎖、通商停止、政府の行為もしくは命令、停電、火災、その他ネットワー
ク、装置またはソフトウェアの故障または誤作動を含むものとします。 
 
１６．  乙による契約の解除 
 乙は、次のいずれか一つにでも該当したとき、甲に通知することにより、損害賠償責任その他何ら責任を負うことなく、ただちに本契約の全部また
は一部を解除できるものとします。 

（１）  本サービスを提供するために使用しているサービス、ソフトウェアもしくはその他技術を提供している第三者と乙の関係が理由の如何を問
わず終了したとき、または、本サービスの一部として当該サービス、当該ソフトウェアもしくはその他技術の提供方法を変更する必要がある
とき 

（２）  甲もしくは利用者による本サービスの利用、または甲もしくは利用者に対して本サービスを提供することが、法規制上の理由から、実行で
きないと乙が判断したとき 

 
１７．  サービス終了時のデータの取り扱い 
 乙は本サービスの終了時に、甲が乙サービス環境に登録（入力）したデータを消去するものとします。甲は当該データが必要な場合、本サービスの
実施期間中にサービス詳細説明書に従い、当該データをダウンロードしておくものとします。 
 
１８．  知的財産権の帰属 

（１）本サービスに関して提供されるソフトウェアおよびコンテンツ等にかかる知的財産権は、乙または第三者（以下「ライセンサー」という）に
帰属するものとします。甲は当該ソフトウェアおよびコンテンツ等の企業秘密または基礎的ノウハウ等を明らかにする目的のために、ダウンロ
ード、模写、複製、改造、他に適合させること、修正、強化、翻訳、二次創作物の作成、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパ
イル、翻案、公衆送信（送信可能化を含む）、その他、非公開の内部構造を解析する行為を行ってはならないものとします。 

（２）本サービスの一部において、甲は本サービスにおいて利用することができるライセンサーのソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと
提供されることがあるものとします。甲は本サービスにより提供されるライセンサーのソフトウェア（オープンソースソフトウェアを含む）を
使用するにあたり、乙が提示するライセンス条項に同意するとともに、これを遵守するものとします。なお、ライセンサーが当該ソフトウェア
について負う責任の範囲は、当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとします。サービス詳細説明書等において、本サービスの利用方
法および本サービス上で動作するもしくは本サービスを利用するウェブもしくはアプリケーションの構築方法に適用される方針、規則または制
約が規定されることがあり、甲および利用者はそれらを遵守しなければならないものとします。 

（３）乙はライセンサーによるソフトウェア・ライセンスまたは当該ソフトウェアのサポートの満了または終了等により、当該ソフトウェアの提供
を終了することができるものとします。このとき、乙は甲に対して、その旨を事前に通知するものとし、甲は当該ソフトウェアの提供終了期日
までに当該ソフトウェアの利用を停止し、技術的に可能である場合には当該ソフトウェアを削除するものとします。なお、当該提供終了期日後
も甲において停止および削除が実施されなかった場合、乙は当該ソフトウェアが格納された甲設備からのアクセスを乙の裁量でアクセス制限す
ることができるものとします。 

（４）甲は本サービスを利用するために必要な範囲で、乙が甲に提供したドキュメント（それらの著作権も乙に帰属します）の全部または一部を複
製することができます。（ただし、乙が秘密である旨表示したものを除く） 

（５）甲は本サービスに関して提供されるソフトウェアおよびコンテンツ等を、本サービスと類似の製品やサービスの開発、出力事業の操業等に利
用すること、本別表およびサービス詳細説明書に記載の無い用法、法律に違反する使い方で、使用しないこととします。 

（６）甲は本サービスに関して提供されるソフトウェアおよびコンテンツ等の、著作権と商法表示を含む全ての知的財産権の表示および免責事項を
削除してはならないものとします。 

 
１９．  情報セキュリティ 

（１）  乙は乙サービス環境に対して、乙所定の情報セキュリティ防護措置を講じるものとします。本サービスおよび甲データの情報セキュリティ
に関する乙の責任は当該情報セキュリティ防護措置を維持することに限られるものとします。乙サービス環境の内における甲のデータを保
存および処理するために使用される乙設備は、乙が自己の同種の情報を処理および保存する設備同様の合理的なセキュリティ基準に準拠す
るものとします。乙は情報セキュリティに関する問題が発生しないことを保証するものではありません。なお、政府の規制の変化、その他
の理由により、乙は甲に対して甲設備に関するセキュリティ上の措置を要求することがあり、甲はこれに応じるものとします。 

（２）  甲は乙サービス環境において動作するハードウェアまたはソフトウェアに、既知または未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性がある
ことを了解するものとします。甲が乙サービス環境に第三者による攻撃または不正行為があったと疑いを持った場合、甲は直ちに乙に対し
て通知すると共に、当該攻撃または不正行為への対策に必要な範囲で、乙に協力するものとします。乙は脆弱性が乙サービス環境において
生じる場合、当該脆弱性を回復するための合理的な努力を行うものとします。 

（３）  乙は甲による本サービスの利用の過程で生じた甲データの滅失、毀損、紛失、漏えい等に関して、その発生原因を問わず、甲が被った損害
について何ら責任を負わないものとします。 

 
２０．  通知 

（１）  本サービス契約に基づく乙から甲に対するすべての通知は書面（Ｅ－ｍａｉｌによる送信等を含む）により、サービス申請書または他の書
面で指定された宛先に送付されるものとします。 

（２）  乙から甲に対するＥ－ｍａｉｌによる通知は、別途当該Ｅ－ｍａｉｌに記載されない限り、乙から甲に送信された時点で、甲に通知された
ものとみなすものとします。 

 



２１．  乙グループによる情報共有 
乙およびその委託先は、どの地域で活動しようとも、本サービス契約の履行に関連して、甲の従業員その他の関係者の業務連絡先の情報を保持する

ことができるものとします。 
 
２２．  通信の秘密等 

（１）  ネットワークサービス条項第７条第２項第（６）号として、次の内容を加えるものとします。 
乙が本サービスの実施の過程で得た情報の集計および分析を行い、統計資料を作成し、ネットワークサービス、乙サービス環境、ならびに、
乙の製品およびサービスの安全性向上等のために限定して利用、および、処理する場合 

（２）  ネットワークサービス条項第７条第２項第（７）号として、次の内容を加えるものとします。 
乙が本サービスの実施の過程で得た情報を、当該情報が甲の情報であることが識別できないように加工したうえで、情報セキュリティの研
究、開発、改善、啓蒙、または、その他の目的のために利用、および、公表する場合 

（３）  本サービスは、甲のデータ通信（およびそのログ）からセキュリティ脅威を判別するために、必要な情報（IPアドレス、ポート番号、通信
パケットのヘッダ情報、ＵＲＬ、添付ファイル、等）を、機械的かつ自動的に識別し、記録を取得すること（以下「通信の記録」という）を
しています。甲は、本サービスを利用する全ての利用者一人一人から、通信の記録を行うことについて同意を得ていることを保証するものと
します。乙は、甲が利用者から同意を得ていなかったことに起因する一切の責任を負わないものとします。また、甲が利用者から同意を得て
いなかったことに起因して乙に生じた損害について、甲は賠償責任を負うものとします。 
 

２３．  個人情報保護 
サービス申請書に記載された甲の個人情報（以下「甲個人情報」という）の取扱いについては、以下となります。 
（１）  甲は、乙が甲個人情報を本サービス提供に関する範囲（開通、運用等）でのみ利用することに合意するものとします。なお、乙は、本サー

ビスの実施に必要な場合、甲個人情報をトレンドマイクロ社に通知することができるものとします。 
（２）  甲は、トレンドマイクロ社が前号により提供された甲個人情報を「個人情報保護方針」（https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/

privacy-policy.html）に準じて取扱うことに同意するものとします。また、甲は、トレンドマイクロ社がトレンドマイクロサービスを実施
するのに必要な範囲で、サービス申請書に記載された情報の取扱いをトレンドマイクロ社の委託先に委託する場合があることに同意するも
のとします 

 

２４．  留意事項 
（１） トレンドマイクロ社および乙が、甲の責に帰すべき事由により本サービスの提供ができなくなったときは、乙は、該当するサービスにかかる契約を解除

することができるとともに、損害を被った場合には、甲に当該損害の賠償を請求できるものとします。 

（２） 甲は、乙より提供された管理者ＩＤ、パスワードの使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより甲に生じた損

害については、乙は、何ら責任を負わないものとします。 

（３） 甲が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合または、第三者からクレーム等の請求がなされた場合、甲は、自己の責任でこれを解決し、

乙にいかなる責任も負担させないものとします。 

 

２５． 品目一覧 

 

 本サービスの品目は、以下の通りとします。 

 

品 名 型名 備 考 支払種別 単位 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（２５０ＩＤ～４９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７１４Ｇ  従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（５００ＩＤ～９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７００Ｇ  従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（１０００ＩＤ～１９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０１Ｇ  従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（２０００ＩＤ～４９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０２Ｇ  従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（５０００ＩＤ～９９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０３Ｇ  従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（１００００ＩＤ～１９９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０４Ｇ  従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（２００００ＩＤ～４９９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０５Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

基本サービス利用料（５００００ＩＤ～） 
ＮＳ２Ｆ７０６Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（２５０ＩＤ～４９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７１５Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（５００ＩＤ～９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０７Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（１０００ＩＤ～１９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０８Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（２０００ＩＤ～４９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７０９Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（５０００ＩＤ～９９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７１０Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（１００００ＩＤ～１９９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７１１Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 



品 名 型名 備 考 支払種別 単位 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（２００００ＩＤ～４９９９９ＩＤ） 
ＮＳ２Ｆ７１２Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

ＣｌｏｕｄＰｒｏｔｅｃｔ エンドポイントセキュリティ  

ＸＤＲオプションサービス 利用料（５００００ＩＤ～） 
ＮＳ２Ｆ７１３Ｇ 

 

 
従量料金制（従量払） ＩＤ 

 
［変更内容］ 

（２０２１年１０月２５日）本別表を適用します。 
（２０２２年 ４月 ４日）２５０ＩＤ～４９９ＩＤの品目を追加しました。 
（２０２２年 ６月 １日）Ｃｒｅｄｉｔｓに関する記述を追加しました。 
 

 
［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 
 

 

略 称 

 

 

名 称 

 

 

ＩＤ 

 

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ 

 

 

以 上 

 

  別表Ｎｏ．Ｎ０２２Ｈ 


